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令和８年度地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業

公募要領  

 

1. 目的 

我が国では、2050年カーボンニュートラルに向け、令和７年２月18日には「地

球温暖化対策計画」の閣議決定及び日本の次期NDC（温室効果ガス削減目標）の国連気

候変動枠組条約事務局への提出がされ、次期NDCについては、1.5℃目標に整合的で野心

的な目標として、2035年度、2040年度において、温室効果ガスを2013年度からそれぞれ

60％、73％削減を目指すこととしている。  

そのためには、関係府省庁と連携し、対策・施策の進捗状況や今後講ずる対策の具体化

の状況等を点検し、フォローアップを通じて対策の柔軟な見直し・強化を図る必要があ

る。大企業はもちろんのこと、わが国の雇用の約７割を支える中小企業等は、日本全体

のGHG排出量のうち１割～２割弱（1.2億t～2.5億t）を占め、目標実現には中小企業の

取組みや脱炭素経営の促進が重要となる。中小企業については、数が多いこと、地域特

性が強いことなどから、複数の支援機関等による支援が極めて重要である。  

 

そうした中で、地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制が構築され、地域の中小企

業における排出量削減の具体的な打ち手のモデルを創出することを目指す。 

 

なお、本事業に関する事務運営は、環境省より委託を受けた「ボストン コンサ

ルティング グループ」（以下「事務局」という）が実施する。 

 

 

2. モデル事業の内容 

2.1. 公募の対象 

本モデル事業の公募対象は、複数の支援機関等が連携した、地域内の中堅・中小

企業の脱炭素経営促進に向けた地域ぐるみでの取組とする。脱炭素経営支援の取組、そ

のための体制構築及びそれらの横展開に向け、公募対象となる団体については、以下の

３つの公募枠の中から選択し、脱炭素経営支援体制構築および取組の横展開に向け、あ

わせて７地域（以下「採択地域」という）程度を選定する。選定の際には、業務の目的

に沿って、以下３つの区分で採択するものとする。 

 

【公募枠①】 

国による直接支援のもと地域ぐるみでの脱炭素経営の促進を進める取組 

（過年度同様） 

 

【公募枠②】 

A. 地域コンサル型：地域コンサル等（※）支援機関への再委託を前提とした取組

（過年度同様） 

（※）支援体制構築・取組実施において、プロジェクトマネジメント機能

を主に担い、地域における脱炭素経営促進の意義の設定・取組の構想・設

計/実施及び体制の構築・運営をリードする機関のこと。事業形態は問わ

ず、コンサルティング会社でなくても可。地域コンサル等はプロジェクト

マネジメント機能を既に有している前提で、ビジョンを描く力や脱炭素経

営の理解を基に事業推進するものとする。 
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B.横展開型：過年度採択地域から横展開を前提とした取組（過年度同様） 

 

【公募枠③】 

地域ぐるみの特性を活かした削減インパクトや価値創出に向けた取組（※） 

（※）申請者は以下４テーマの中から選択する。 

• 地場産品マーケティング 

• サステナツーリズム 

• 共同輸配送 

• 取引先大企業とのエンゲージメント協業 

 

なお、採択にあたっては申請内容を踏まえ、上記４テーマのうち有望と判断される

テーマのみを選定する。 

 

 

2.2. 申請要件 

 

• 申請者は地方公共団体又は支援機関等とする。ただし、地方公共団体及び支援機関等

が共同で提案すること、複数の地方公共団体と共同で提案することを妨げない。 

• 共同申請を行う場合には、代表申請者となる地方公共団体又は支援機関等を定め、申

請内容の取りまとめや、採択後の運営管理をすることとする。申請者に共同申請者が

いない場合であって、想定しているモデル事業の実施に連携して取り組む者（連携支

援者）がない場合は、【1．目的】に照らして本事業の対象とならない。 

• なお、本事業は補助金事業ではなく、資金的支援を目的としたものではない（公募枠

②Aを除く）。 

 

【公募枠①】 国による直接支援のもと地域ぐるみでの脱炭素経営の促進を進める取組

（過年度同様）  

※環境省事業を受託したコンサル（ボストン コンサルティング グループ）派遣による直

接支援をする。 

 

ア．概要： 

• 複数の支援機関等が連携した、中堅・中小企業の脱炭素経営を支援するための体

制を構築する。 

• 主体的に地域ぐるみで脱炭素経営を促進する取組を実施する。 

イ．申請要件： 

• 地方公共団体または支援機関等が申請主体。 

• 単独または共同申請可（代表申請者を明記）。 

• 具体的な取組チャレンジに繋げるため、地域での取組意義や取組の実現に向けた

モチベーションが高く能力のある組織を中心とした取組とすること。 

ウ．実施方法： 

• 再委託を前提としない（ボストン コンサルティング グループによる直接支

援）。 

• 事務局の支援を受けつつも、地域が主導して取り組む。 
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【公募枠②】  

A. 地域コンサルなどの支援機関への再委託を前提とした取組（過年度同様）※①と同様に

地域ぐるみでの体制の構築・取組実施を目的としつつも、地域コンサル等の機能を生かし

て脱炭素経営支援体制の構築をする。 

 
ア．概要： 

• ①と同様に地域ぐるみで脱炭素経営の促進を目指すが、事務局から地域コンサ

ル等への再委託により実施される。 

• 地域コンサル等がプロジェクトマネジメントを担う。 

• 本公募枠は、地域主導への移行を見据えた自立的な脱炭素経営の実現、及び地

域コンサル等が支援をリードする場合の実効性の検証を目的とする。 

イ． 申請要件： 

• 地方公共団体や支援機関（地域コンサル等を含む）が申請。 

• 申請内容に再委託先（地域コンサル等）を明記し、役割や成果目標を明確にす

る。 

• 地域コンサル等が、採択地域への支援を直接的にリードし、構想・スケジュー

ル管理・会議設定・役割分担などのマネジメント機能を有することが必須。 

ウ.実施方法： 

• 事務局から地域コンサル等への再委託額は、採択後に事務局と協議し、次年度

以降の自治体による自立的な継続を見据えた金額設定とする。 

（※）再委託額を請求する場合は、申請後にヒアリングを行うため、申請時に

見積もりもあわせて提出すること。その際、２年目以降の資金確保計画につい

ても明記すること。 

• 支援が必要な取組の実現については、事務局が補完支援し、それ以外の取組は

それ以外の取組は地域コンサル等が主導して実現する。 

• 各取組について実現可能か支援が必要かの判断は、申請書と採択後の初回ヒア

リングの場で確認をし、事業実施における事務局との役割分担を協議する。 

 

B. 過年度採択地域から横展開を前提とした取組（過年度同様） 

※過年度採択地域の公募申請者または連携支援者による横展開を目的とした取組。 
 

ア．概要： 

• 過年度の採択地域（モデル地域）の公募申請者またはその連携支援者が、蓄積し

た知見・手法を別地域（フォロー地域）に横展開する取組。 

• 横展開のパターンは、以下の３種類あると想定。 

o A.自治体主導型 

 A.1基礎自治体から基礎自治体へ横展開 

 A.2広域自治体から基礎自治体へ横展開 

o B.自治体以外の支援機関主導型 

 支援機関から基礎又は広域自治体へ横展開 

• 地域主導への移行を見据えた自立的な脱炭素経営の実現、及び他地域からの

横展開について、実効性の検証を目的とする。 
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• 知見の整理、展開による実践力向上を期待する取組。 

イ．申請要件： 

• モデル地域の公募申請者またはその連携支援者が申請者となる。 

• 申請者または連携支援者に過年度採択地域の担当者が含まれていることを条件と

する。 

• 過年度採択地域と横展開先地域が取組に関して同意形成されていることを前提と

する。 

• 展開先の対象地域と連携し、双方の役割分担・目的を明示すること。 

• 特定の実施済取組の展開意向や相互理解があること。 

• 取組を推進するための体制基盤や、活動にコミットする支援機関が存在するこ

と。 

※展開例（具体的内容）： 

• モデル地域とフォロー地域、双方にて共通する地域特性や課題に応じた取組の展

開。 

• サステナブルファイナンスの仕組み展開。 

• 脱炭素経営支援窓口の設置・強化。 

• 脱炭素を活用した地域企業の魅力向上。 

• 経営課題解決プログラムの展開。 

ウ．実施方法： 

• モデル地域とフォロー地域の双方で取組の方向性を検証し、モデル地域が支援を

必要とする取組については事務局が補完支援。 

 

 

【公募枠③】 地域ぐるみの特性を活かした削減インパクトや価値創出に向けた取組 

 

ア．概要： 

• 地域ぐるみの特性を活かし、地域の中堅・中小企業を含めた削減インパクトと価

値創出に向けた取組を新たに創出することを目的とする。 

• 地場産品マーケティング、サステナツーリズム、協働輸配送、取引先大企業との

エンゲージメント協業の4テーマから1つを選択して取り組む。 

イ．申請要件： 

• 地方公共団体または支援機関等が申請主体。 

• 単独または共同申請可（代表申請者を明記）。 

• 地域における取組の方向性やモデル企業が明確であること。 

• 取組を推進するための体制基盤や、活動にコミットする支援機関が存在するこ

と。 

• 想定する取組を推進するにあたり必要な機能を有する支援機関・部門の担当が参画

していること。 

ウ．実施方法： 

• 再委託を前提としない（ボストン コンサルティング グループによる直接支

援）。 

• 事務局の支援を受けつつも、地域が主導して取り組む。 
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2.3. 採択件数 

本年度の事業の採択件数は全体で７件程度とする。（公募状況等により調整す

る可能性あり） 

 

 

2.4. モデル事業の支援内容 

本事業では、申請者が地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデルについて

申請し、採択された場合、その実施に際し事務局が支援を行う。この際、事務局が支

援を行うのは申請者として記載のある地方公共団体及び支援機関等に限る（図１）。

事務局は、地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築に向けて、以下①～④に示す、

取組の支援を行う（図２）。 

 

① 取り組む意義の明確化 

② 地域ぐるみでの取組の設計 

③ 取組の実行・改善 

④ 地域ぐるみの体制の構築 

 

なお、取組の方向性の詳細は、令和５・６・７年度のモデル事業を踏まえた地域ぐるみで

の支援体制構築ガイドブックに記載する。申請の際は当該資料を参照すること。 

 

 
図１：公募申請者の位置づけ 
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図２：モデル事業の支援内容 

 

【公募枠①】については、事務局が採択地域の当該事業計画及び状況に応じて上取り組

む意義の明確化、地域ぐるみでの取組の設計、取組の実行・改善、地域ぐるみの体制の

構築に関する取組について伴走支援を行う。（図３） 

なお、図４に記載するような取組を実施する地域を重視する。 

 

 

図３：公募枠①におけるモデル事業のイメージ 
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図４：公募枠①における地域が目指すべき取組の例 

 

【公募枠②-a】については、地域コンサル等による対象地域への脱炭素経営支援体制構築

取組全体をフォローするとともに、その実施にあたりノウハウや情報等不足する部分があ

る場合にはそれを事務局が補完する。なお、当該地域における事務局から地域コンサル等

への再委託金額は、再委託事業者が担う業務範囲によって決定する（図５）。 

 

 【支援の仕組み】 

• 地域コンサル等で対応可能な支援については、地域コンサル等が主体的に実現を

進める。 

• 一方で、対応が難しい部分については、事務局が補完的な支援を実施。 

• 再委託金額は、地域コンサル等が担う業務範囲に応じて決定。 
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図５：公募枠②-aにおけるモデル事業のイメージ 

 

【公募枠②-b】については、過年度採択地域(モデル地域)による、同様な取組を展開先

地域(フォロー地域)への横展開を目指し、モデル地域側によるフォロー地域における脱

炭素経営支援体制構築に向けた取組を、事務局が支援する（図６）。 

モデル地域は、すでに一定の実績・知見を有しており、フォロー地域へ展開する役割を

担い、フォロー地域は、新たに支援を受ける地域で、モデル地域からの学びを活用しな

がら取組を進める。 

 

【支援の仕組み】 

• 両地域に共通して支援が必要な取組の方向性については、事務局がその部

分を補完・支援するとともに、地域特性の違いによりモデル地域で実装が

困難な要因についても、事務局が支援する。 

• モデル地域は、フォロー地域への展開過程で、知見の整理や実践力の向上

が期待できる。 
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図６：公募枠②-bにおけるモデル事業のイメージ 

 

【公募枠③】については、地域ぐるみの特性を活かして削減インパクトと価値創出に向

けた取組を進める採択地域に対し、先進的なモデル事例づくりをサポートする。 

（図７、８）。 

 

【支援の仕組み】 

• 支援機関が主体的に取組を担う業務範囲を事務局と協議の上で定める。 

 
図７：公募枠➂におけるモデル事業の支援内容 
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図８：公募枠➂におけるテーマ別の支援内容 

 

2.5. モデル事業の実施方法 

支援期間中は、事務局と採択地域で定期的な対話の場（目安：全体ワーキンググ

ループは月二回程度、個別ワーキンググループは議題に応じてその都度）を持ち（採択

された取組を採択地域という）、 

 支援期間初期：事務局と採択地域で、本モデル事業を活用して支援する内容

を具体化し合意する。 

 支援期間中・後期：採択地域の主導のもと、事務局は地域ぐるみでの体制構

築に向けた現状把握、課題の整理、課題解決に向けた提案や支援を行う。 

 

これらを通じて、採択地域は例えば以下のようなメリットを得られることを想定

している。 

 組織や取組の構想・設計において 

 事実に基づく・新たな視点での事業検討支援として、地域の中小企業等

の現状調査/課題整理や先行事例を基にしたアドバイスが受けられる 

 モデル事業連携実施メンバー間の視点や思考方法等共有化、闊達な議

論・検討の醸成化を図る支援として、ワークシートやガイドの提供を受

けられる 

 組織の組成や取組の実施において 

 地域有力機関の巻き込み／参画済機関の組織内リソース調整円滑化を促

進するための、説明資料等の作成支援・ドラフトの提供を受けられる 

 中小企業の実態に基づいて支援内容の着実な改善を行うための、取組試

行の設計(KPI設定・測定方法等) や試行結果に基づく評価・改善事項の

整理、支援が受けられる 

 プロジェクト運営全般において 

 目標を起点とした必要取組の可視化、施策進行状況を明確にするための
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全体スケジュールへのアドバイス、進捗管理・課題管理の支援を受けら

れる 

 

※ 事務局の役割はあくまで支援であり、申請者が取組を主導することが必要。 

※ 公募申請書に記載される全ての支援内容を対応することを約束するものでは

ない。 

 

2.6. モデル事業の実施期間 

２０２６年７月（仮）（採択後）～２０２７年１月 

 

※ 本モデル事業等の実施に際して、採択された地方公共団体及び支援機関等の

間での意見交換会を２回程度開催する予定。 

※ ２０２７年１月に成果発表会を開催する予定。 

 

3. 応募方法 

3.1. 応募方法 

本事業を希望する地方公共団体及び支援機関等は、申請書に必要事項を記載し、

PDF化したファイルを提出期限までに、下記提出先に電子メールにて提出すること。 

提出された申請書は本支援の採択に関する審査、及び採択後の支援メニューの検

討以外の目的には使用しない。 

 

3.2. 申請書受付期間 

令和８年５月１１日（月）～令和８年６月１１日（木）１７時（必着） 

 

3.3. 申請書提出・問合せ先 

地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業事務局（ボストン コンサルテ

ィング グループ） 

Email: GurumiR8@bcg.com 

 

4. 審査 

4.1. 審査基準 

次の評価項目を踏まえて各申請内容を総合的に評価し、取組内容や対象となるテ

ーマ、過年度採択地域も含めた地域バランス及び検証対象となる取組の方向性等を

勘案しつつ、採択先を選定する。必要に応じて、申請書を提出した申請者には事務

局から、申請書の内容に関する問合せやヒアリングを行う場合がある。（審査及び

審査内容は非公開） 

 

【評価項目】 

 

【公募枠①】 国による直接支援のもと地域ぐるみでの脱炭素経営の促進を進める取組 

（過年度同様） 

・取組の意義 

 モデル事業を通じて地域や中堅・中小企業の目指す姿が明確であること 

 各支援機関にとって、地域ぐるみでの取組を通じて活動する狙いが明確であ

ること 

・現在の課題 

https://bcgcloudasp.sharepoint.com/sites/10034018/Shared%20Documents/Case%20Team/12.Final%20Deliverables/%E5%85%AC%E5%8B%9F%E8%B3%87%E6%96%99/0501_BCG%E3%81%8B%E3%82%89%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E9%80%81%E4%BB%98/%E5%A0%B1%E9%81%93%E7%99%BA%E8%A1%A8%E8%B3%87%E6%96%99%E3%80%80%E6%B7%BB%E4%BB%98%E8%B3%87%E6%96%99%E4%B8%80%E5%BC%8F_BCG/GurumiR8@bcg.com
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 目指す姿を設定・共有する上での現状課題が具体的に整理されていること 

 今年度のモデル事業のゴールを設定・共有する上での現状課題が具体的に整

理されていること 

 取組を実施する上での現状課題が具体的に整理されていること 

 実施体制の構築・連携においての現状課題が具体的に整理されていること 

    ・取組の方向性 

 企業の脱炭素経営シフトに関する動機付けを促す取組になっていること 

 企業の脱炭素実践のハードルを乗り越える取組になっていること 

 支援体制を効果的にマネジメントする取組になっていること 

 地域ぐるみで中小企業の目詰まりを解消する取組になっていること 

・取組アプローチ 

 取組を進めるうえで、事務局に求める支援内容が具体化されていること 

・実施体制 

 申請者および関係機関の役割分担が明確で、実行可能な体制になっている

こと 

 取組実現にむけた体制構築ができていること 

 

【公募枠②】  

A. 地域コンサルなどの支援機関への再委託を前提とした取組 

①の内容に加えて、 

・地域コンサル等による実現可能な取組の方向性 

 地域コンサル等が実現可能な取組の方向性/支援が必要な取組の方向性が明確

か 

・地域コンサル等によるプロジェクトマネジメント機能の有無 

 地域ぐるみの取組の構想、年度スケジュールの作成、次回WGのアジェンダ設 

定、役割分担などの、プロジェクトマネジメント機能を果たせるか 

 

B.過年度採択地域から横展開を前提とした取組 

①の内容に加えて、 

・モデル地域が実現可能な取組の方向性 

 モデル地域が実現可能な取組の方向性/支援が必要な取組の方向性が明確か 

・横展開先からの理解  

 フォロー地域が本モデル事業への取組実施に理解を示しているか 

・特定の取組の相互理解 

 支援対象の特定の取組が明確になっており、両者で相互理解できているか 

 

【公募枠➂】 地域ぐるみの特性を活かした削減インパクトや価値創出に向けた取組 

 

（テーマとして地場産品マーケティング／サステナツーリズム／共同輸配送を選択の

場合） 

①の内容に加えて、 

・取組の方向性 

 ビジネスとして成立し得る（価値創出・採算への見立てを有する、等）取組に

なっていること 

（※）テーマ別の例 

• 地域産品マーケティング：サステナによる需要開拓とコスト効率
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化実装が可能であること 

• サステナツーリズム：サステナによる体験の質、効率的な運営、

地域資源・社会の維持が可能であること 

• 共同輸配送：地域の合意形成機能・プラットフォームを通して条

件整理・実運用が可能であること 

 

・実施体制 

 中小企業の広範な参加・参画を促せること 

• 地域リーダーの推進力と主体的な関与が確認できること 

• 一定数の中小企業がすでに参画していること 

 

（テーマとして取引先大企業とのエンゲージメント協業を選択の場合） 

①の内容に加えて、 

・取組の方向性 

 脱炭素取組を地域のサプライヤー企業の成長に繋げる観点があること 

・実施体制 

 3者(アンカー企業※・自治体・地域金融機関)で合理的な役割分担がさ

れていること 

※アンカー企業：中核となる取引先大企業 

 

 

4.2. 審査・選定結果の通知 

審査・選定結果（採択又は不採択）は、審査・選定の終了後、事務局からすべ

ての申請者に速やかに通知する。また、採択された事業については、申請者名、

事業概要等の公表を予定している。 

 

5. その他、免責事項等 

1) 申請書を提出した地方公共団体及び支援機関等は、本支援の採択に関する審査、及

び採択企業に対する支援メニュー検討のため、申請書に係る情報が環境省のほか、

ボストン コンサルティング グループにも共有されることに同意すること。 

2) 本事業に関する参加地方公共団体及び支援機関等の交通費等は、参加地方公共団体

及び支援機関等が負担すること。 

3) 本事業において作成した資料の著作権は環境省及びボストン コンサルティング グ

ループに属し、参加企業は非独占的使用権を許諾されるものとする（複製、改変に

関しては自己利用のみ可能）。 

4) 本事業において、環境省及びボストン コンサルティング グループに提供された企

業情報及び個人情報については、本委託事業の遂行に必要とされる範囲に限り、環

境省及びボストン コンサルティング グループと提携先が使用することに同意する

こと。 

5) 必要に応じて、ボストン コンサルティング グループと秘密保持契約を締結した上

で本事業に参加することができるが、契約書の文言についてはボストン コンサルテ

ィング グループが提示するフォーマットをベースに協議の上、決定すること。 

6) 本事業に著しい支障を与えると判断される場合においては、本支援を中止する場合
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がある。 

7) 本事業に関わる全ての組織及びその役員等が、暴力団又は暴力団員でないこと、自

己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと、暴力団又は暴力団員

に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力

団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと、暴力団又は暴力団員と社

会的に非難されるべき関係を有していないことについて、確約したものとする。万

一、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らか

になった場合は、支援を中止する。 

 

 

 

以上 


